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○復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック･パラリンピック東京大会の開催に伴う一
時的な建設需要の増大に対して、的確に対応していくことが必要。 
 
○このためには、まずは、離職者の再入職など国内での確保に最大限努める考え。併せて、即戦
力となり得る外国人技能実習の修了者に活躍してもらうことは、大変有効な対策。 

 
○このため、今般、建設分野の外国人技能実習修了者に、「特定活動」の在留資格を付与して、  
①技能実習に引き続き最大２年間の在留を認めること、②帰国後の再入国により最大２年間ないし
３年間の在留を認めること、③不法就労や人権問題などを懸念する声もあることから、現行の技能
実習制度を上回る特別の監理体制を新たに構築すること、を内容とする2020年度までの時限的措
置がとりまとめられたところ。 
 
○今後、来年度初頭からの円滑な受入れに向けて、関係省庁と連携して、万全の準備をしていく。 
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【技能労働者の減少】 

455万人 
（H9 ピーク時） 

338万人（H25最新） 
 （とび工、型枠工、鉄筋工、左官等の職人、
特殊作業員、特殊運転手等の技能者など）     

＜国土交通省＞ 

１ 技能労働者の就労環境整備の強化（労務単価引上げ、社会保
険未加入対策強化、入札契約制度改革、ダンピング対策強化
等） 
２ 女性技能労働者の入職拡大 

３ より効率的な生産システムの構築 

４ 教育訓練の充実強化（富士教育訓練センターの充実強化等） 

５ 中長期的な視点からの担い手確保・育成策のとりまとめ（建設
産業活性化会議において本年夏頃を目途に中間とりまとめ） 

＜厚生労働省＞ 

１ ハローワークにおけるマッチング強化 

２ 公的職業訓練の充実 

３ 事業主や事業主団体等による取組支援の充実   

国内人材確保の施策パッケージ（概要） 
  （夏頃までに更に具体化）  

連携して取組を推進 

【建設業就業者の高齢化の進行】 

出所：総務省「労働力調査」（暦年平均） 
 （※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。 出所：総務省「労働力調査」 

建設業：約３割が５５歳以上 

全産業（５５歳以上） 

全産業（２９歳以下） 

建設業：２９歳以下は約１割 

331万人 
（H22 最低時） 



緊急措置（特定活動）の概要 
（2020年度までの時限的措置） 
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参考 
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人材送出し機関 

監理団体 
（事業協同組合等） 

技能実習 
希望者 

受入企業 

求職申込み （国外） 

（国内） 

雇用契約 
業務提携 

現行の技能実習制度 

訪問指導・監査等 

技能実習制度推進事業実施機関 

巡回指導等 

（注）上記に加え入国管理当局、労働基準当局が外国人の在留管理と受入企業等の監督等を実施 

(注）上記に加え入国管理当局、労働基準当局が外国人の在留管理や受入企業等の監督等を実施 


